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ブブブイイイラララドドドドドドーーーフフフ
にご協力をおねがいします!!

2023年10月29日

ご家庭で眠っている
「未開封の食品」はありませんか？

9:30～13:30
日 時 日

ご家庭で眠っている食品を捨てないで持ち寄り、 
子ども食堂や福祉事業などに寄付する活動です。

フードドライブ

多度すこやかセンター
（多度すこやかフェスタ会場）

場 所

もったいない ありがとう!!

集める 届ける
多度地区社協

フードドライブ

集めるもの 裏面をご覧ください



ご注意いただきたい点

❶ 未開封のもの（包装が破損していないもの）

❷ 賞味期限が明記され、期限が２ヵ月以上あるもの

❸ 常温保存可能のもの（冷凍・冷蔵・生鮮食品以外）

※アルコール類（みりん・料理酒は除く）や手作りの品は対象外
※これらを充たさない場合や食品の状態によっては、お持ち帰りいただく場合があります。

多度地区社会福祉協議会事務局

桑名市多度町多度1-1-1 桑名市社会福祉協議会多度支所内

TEL 49-2029 メール tado@kuwana-shakyo.com

□ 米・小麦粉・乾麺など

□ 缶詰・瓶詰

□ 乾物（のり・豆・海藻など）

□ 菓子類・粉ミルク・離乳食

□ 飲料（ジュース・コーヒー・お茶など）

□ インスタント食品・

レトルト食品

□ 調味料・食用油
（しょうゆ・みそ・砂糖など）

お持ちいただける食品の例

お引き受けできない食品の例

生鮮食品 アルコール飲料 冷蔵冷凍食品

賞味期限の記載のないもの 賞味期限が2か月未満のもの
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